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富 士 見 市 既 存 住 宅 耐 震 診 断 補 助 金 交 付 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による既存住宅の倒壊等の被害を防止し、地震に強い住宅

の整備を促進するため、既存住宅の耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５５

年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 既存住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に

よる建築確認を受けた建築物（建ぺい率及び容積率の制限に適合している建築物

に限る。）のうち、市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工した戸建専用

住宅、戸建兼用住宅（居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１以上

の住宅をいう。以下同じ。）及び建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法

律第６９号。以下「区分所有法」という。）第２条第２項に規定する区分所有者

の居住の用に供している共同住宅又は長屋住宅をいう。ただし、木造住宅にあっ

ては、地階を除く階数が２階以下のものに限る。 

(２) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第２条第１項に規定する耐震診断で同法第４条第１項の基本方針に沿って行うも

の（同基本方針に基づく診断方法で行うもの（木造以外にあっては、その上で第

三者判定機関（富士見市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成２

５年規則第３２号）第１条に規定する第三者判定機関をいう。以下同じ。）の判

定を受けたもの）に限る。）をいう。 

(３) 耐震診断者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定す

る建築士で、同法第２３条第１項の規定により登録を受けている建築士事務所に

所属しているものをいう。 
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（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、既存住宅の耐震診断を耐震診断者に委託す

る者のうち、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(１) 戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 市内に住所を有する者で、次に掲げる要件

の全てを満たすものとする。 

ア 既存住宅に居住していること。 

イ 既存住宅を所有している者又はその者の１親等以内の親族であること。 

ウ 市税（富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）第３条に掲げる税及び富

士見市都市計画税条例（昭和４６年条例第４０号）第１条に規定する都市計画

税をいう。以下同じ。）を滞納していないこと。 

(２) 共同住宅及び長屋住宅 既存住宅を管理する管理組合法人（区分所有法第４

７条第２項に規定する管理組合法人をいう。以下この号において同じ。）を代表

する者又は管理組合法人を置かない既存住宅にあっては、区分所有者（区分所有

法第２条第２項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）を代表する者（既存

住宅に居住している者に限る。）で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

ア 全戸数（居住の用に供する全ての戸数をいう。）の半数以上に区分所有者又

は当該区分所有者の１親等以内の親族である者が住所を有し、かつ、居住して

いること。 

イ 管理組合等で耐震診断の実施の決議がなされていること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、既存住宅にお

ける耐震診断の実施に関する事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、既存住宅の

耐震診断に要する費用とする。ただし、共同住宅及び長屋住宅に係る補助対象経費

にあっては、区分所有者に市税を滞納する者があるときは、その者が負担した耐震

診断に要する費用の額を除くものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額と
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する。 

(１) 戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 補助対象経費に３分の２を乗じて得た額と

し、７万円を限度とする。ただし、当該額に１，０００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

(２) 共同住宅及び長屋住宅 次に掲げる金額のうちいずれか少ない方の額とし、

１５０万円を限度とする。 

ア 補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。） 

イ 一戸当たりの基本単価を３万円とし、基本単価に戸数を乗じて得た額（既存

住宅の区分所有者に市税を滞納する者がいるときは、その数を戸数から減じる

ものとする。） 

（補助金等交付申請書の様式等） 

第７条 規則第４条第１項の補助金等交付申請書の様式は、様式第１号のとおりとす

る。 

２ 規則第４条第１項第１号の事業計画書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

３ 規則第４条第１項第２号の収支予算書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

４ 規則第４条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 付近見取図、配置図及び平面図 

(２) 耐震診断費用の見積書の写し 

(３) 耐震診断者の所属している建築士事務所の登録の写し及び建築士免許証の写

し 

(４) 建築確認通知書の写し又は建築時期の分かるもの 

(５) 補助金の交付を受けようとする者又はその１親等以内の親族が所有している

ことを確認することができる書類 

(６) 既存住宅の所有者全員を確認することができる書類 

(７) 耐震診断の実施の決議がなされていることを確認することができる書類（共

同住宅又は長屋住宅の場合に限る。） 

（事業内容の変更等の様式等） 

第８条 規則第６条第１項第１号の規定による変更に係る申請の様式は、様式第４号
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のとおりとする。 

２ 規則第６条第１項第３号の規定による中止又は廃止に係る申請の様式は、様式第

５号のとおりとする。 

３ 市長は、前２項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査の上、承認の可否を決定し、第１項の規定による場合において決定したときは

様式第６号により、前項の規定による場合において決定したときは様式第７号によ

り当該申請者に通知するものとする。 

（補助金等交付決定・却下通知書の様式） 

第９条 規則第７条の補助金等交付決定・却下通知書の様式は、様式第８号のとおり

とする。 

（補助事業等実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第９号のとお

りとする。 

２ 前項の補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した後（当該事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後）３０日以内に市長に提

出しなければならない。 

３ 規則第１３条第１項第１号の事業報告書の様式は、様式第１０号のとおりとする。 

４ 規則第１３条第１項第２号の収支決算書の様式は、様式第１１号のとおりとする。 

５ 規則第１３条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 耐震診断の契約書の写し 

(２) 耐震診断の領収書の写し 

(３) 耐震診断者が作成した耐震診断報告書 

(４) 第三者判定機関の判定を受けたことを証する書類の写し（共同住宅又は長屋

住宅の場合に限る。） 

（補助金等確定通知書の様式） 

第１１条 規則第１４条の補助金等確定通知書の様式は、様式第１２号のとおりとす

る。 

（補助金等交付請求書の様式） 

第１２条 規則第１６条第２項の補助金等交付請求書の様式は、様式第１３号のとお
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りとする。 

（交付決定の取消しの様式） 

第１３条 規則第１７条第３項の規定による取消通知の様式は、様式第１４号のとお

りとする。 

（返還命令の様式） 

第１４条 規則第１８条の規定による返還命令の様式は、様式第１５号のとおりとす

る。 


